
　 空き店舗オーナーの方は、貸し出す空き店舗の内装・外装工事費にご利用いただけます。
※これから空き店舗で創業する方は、創業時又は店舗・事務所開設時の運転、設備資金にご利用いただけます。

※空き店舗とは、区内の商店街（区長の認める商店会・商店街振興組合の区域）にある、１か月以上商業活動を行っていない
　 店舗・事務所（倉庫などは不可）のことを言います。

区内の商店街にある空き店舗 を借りて創業しようとする方や、

空き店舗を所有するオーナーのための融資制度です。

◇貸付限度額 ： 2,000万円 ◇貸付期間： ８年以内（うち据置期間12か月以内）

制度内容

利子の全額補助
（本人負担金利を全額補助します）

特典１

信用保証料の全額補助
（保証協会利用時に支払う信用保証料を

全額補助します）

特典２

(1) これから空き店舗で創業する方
☞ 区内の商店街にある空き店舗又は事務所を借りて、創業しようとする方

☞ 新たに店舗を出店・事務所を開設しようとする中小企業者

(2) 空き店舗オーナーの方
以下のいずれにも該当する中小企業者

☞ 区内で不動産賃貸業を引き続き１年以上営業していること

☞ 区内の商店街に空き店舗を所有していること

対 象

※



【申込み・問い合わせ先】

新宿区 文化観光産業部 産業振興課

（新宿区西新宿６－８－２ BIZ新宿 ４階） 電話 ３３４４－０７０２

【商店街空き店舗情報の提供】

区ホームページで、商店街空き店舗活用支援資金にご活用いただける空

き店舗や空き事務所の情報を提供しています。

商店街空き店舗

検索サイト

(1) これから空き店舗で創業する方
① 空き店舗を借りて創業しようとする方、または、空き店舗を借りて新たに店舗又は事務所を

出店しようとする中小企業者（創業して5年未満）であり、次のいずれかに該当すること。

ア 法人は、本店（営業の本拠）と本店登記を区内の同一所在地に置いて創業する予定である

こと、または、本店と本店登記が区内の同一所在地にあること

イ 個人は、事業所（営業の本拠）を区内に置いて創業する予定であること、または、事業所

が区内にある中小企業者（区内在住１年以上であり、かつ東京都内の事業所に営業の本拠が

あれば、空き店舗を借りて新たに出店することも可）

② 東京信用保証協会の保証対象業種であること

③ 住民税・事業税を滞納していないこと

④ 区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること

(2) 空き店舗のオーナーの方
① 不動産賃貸業を区内の商店街で引続き1年以上営業しており、次のいずれかに該当すること

ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること

（ア）区内に本店（営業の本拠）があり、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること

（イ）本店と本店登記が区内の同一所在地にあること

イ 個人は、区内に事業所（営業の本拠）があること（個人事業で、区内在住１年以上の場合

は、東京都内の営業の本拠も可）

※ ア、イとも、1期以上確定申告を行っていることも条件となります。

② 事業税・代表者の住民税を滞納していないこと

③ 区内の商店街に、対象となる空き店舗を所有していること

④ 区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること

申込み要件

※ 融資の紹介にあたり、商工相談員との面談を実施します。（事前予約制・複数回）

※ 空き店舗で創業する方向けの商店街空き店舗活用支援資金の申込書及び必要書類は、

区ホームページをご確認及びダウンロードしてください。詳しく面談でご案内いた

します。

※ 空き店舗オーナーの方は、産業振興課までお問い合せください。

その他関連情報

※ 親族、生計同一者等に空き店舗を借り受ける場合又は貸し出す場合は利用できません。


